
標識設置届の届出（第6条4項） 近隣への建築計画の説明（第7条）

説明会の開催等（第7条3項,4項）

事前協議書の届出（第8条）

建築確認等の申請（建築基準法） 事前協議済通知書の交付(第9条）

適合の場合

適合証の交付（第23条）

着　　　　　　工

工　事　の　完　了

平成22年1月1日以降
の事前協議書の届出
から対象になります。

「豊島区中高層集合住宅建築物の建築に関する条例」の事前協議の流れ

建築指導課紛争調整グループ

建築計画

標識設置（第6条）

標識設置後 標識設置後
速やかに 速やかに

標識設置後
速やかに　　　建築指導課へ提出

区との事前協議

標識を設置してから
規定の３０・６０・９０日以降 協議書（１）建築指導課と協議

協議書（２）清掃事務所と協議
協議書（３）環境課と協議

協議書（４）区民活動課と協議
協議書（５）防災課と協議

※（４）（５）については、建築確認通知済書の交付(建築基準法）

検査済証（建築基準法） 工事完了届の届出（第22条）

適合状況の調査(第22条2項）

協議書（１）

駐車場・駐輪場・管理人室・高

齢者に配慮した住戸などの確認

警察との協議

近隣関係住民の戸別訪問の記録

その他関係部署との協議

協議書（２）ごみ保管施設

協議書（３）騒音関係

協議書（４）町会等との協議

協議書（５）防災備蓄倉庫等

条例の主旨を理解し、計画する。

離隔距離、駐車場・駐輪場

管理人室・ゴミ保管施設・

高齢者に配慮した住居など

各部署等に事前相談し内容の再

確認を行なって下さい。
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